
宮崎県沿岸漁業改善資金貸付規程の一部を改正する告示をここに公表する。

平成23年７月４日

宮崎県告示第 582号

宮崎県沿岸漁業改善資金貸付規程の一部を改正する告示

宮崎県沿岸漁業改善資金貸付規程（昭和55年宮崎県告示第 115号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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目 次

告告 示示

改正後改正前

（貸付け）

第１条 県は、沿岸漁業改善資金助成法（昭和54年法律第25号。以

下「法」という。）、沿岸漁業改善資金助成法施行令（昭和54年

政令第 124号）及び沿岸漁業改善資金助成法施行規則（昭和54年

農林水産省令第22号）、中小企業者と農林漁業者との連携による

事業活動の促進に関する法律（平成20年法律第38号。以下「農商

工等連携促進法」という。）、中小企業者と農林漁業者との連携

による事業活動の促進に関する法律施行令（平成20年政令第 234

号）及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進

に関する法律第４条第２項第２号イの農業者等が実施する農業改

良措置を支援するための措置等を定める省令（平成20年農林水産

省令第48号）、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料として

の利用の促進に関する法律（平成20年法律第45号。以下「バイオ

燃料法」という。）及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材

料としての利用の促進に関する法律施行令（平成20年政令第 296

号）、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及

び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成22年法律第67

号。以下「六次産業化法」という。）、地域資源を活用した農林

漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進

に関する法律施行令（平成23年政令第15号）、地域資源を活用し

た農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利

用促進に関する法律施行規則（平成23年農林水産省令第７号）及

び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第４条第１項の表

第５号の農林水産大臣が定める基準等を定める件（平成23年農林

水産大臣告示第 608号）並びに東日本大震災に対処するための特

別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号。以下

「東日本大震災特財法」という。）及び東日本大震災に対処する

ための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規

（貸付け）

第１条 県は、沿岸漁業改善資金助成法（昭和54年法律第25号。以

下「法」という。）、沿岸漁業改善資金助成法施行令（昭和54年

政令第 124号）及び沿岸漁業改善資金助成法施行規則（昭和54年

農林水産省令第22号）、中小企業者と農林漁業者との連携による

事業活動の促進に関する法律（平成20年法律第38号。以下「農商

工等連携促進法」という。）、中小企業者と農林漁業者との連携

による事業活動の促進に関する法律施行令（平成20年政令第 234

号）及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進

に関する法律第４条第２項第２号イの農業者等が実施する農業改

良措置を支援するための措置等を定める省令（平成20年農林水産

省令第48号）並びに農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料と

しての利用の促進に関する法律（平成20年法律第45号。以下「バ

イオ燃料法」という。）及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の

原材料としての利用の促進に関する法律施行令（平成20年政令第

296号）の定めるところによるほか、この告示に定めるところに

より、法第３条第１項に規定する沿岸漁業従事者等（以下「沿岸

漁業従事者等」という。）及び農商工等連携促進法第４条第１項

の認定を受けた中小企業者であって同条第２項第２号ハに規定す

る措置を行うもの（以下「認定中小企業者」という。）に対して

、経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金

（以下「沿岸漁業改善資金」という。）を貸し付けるものとする

。
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定の施行等に関する政令（平成23年政令第 132号。以下「東日本

大震災特財令」という。）の定めるところによるほか、この告示

に定めるところにより、法第３条第１項に規定する沿岸漁業従事

者等（以下「沿岸漁業従事者等」という。）、農商工等連携促進

法第４条第１項の認定を受けた中小企業者であって同条第２項第

２号ハに規定する措置を行うもの（以下「認定中小企業者」とい

う。）及び六次産業化法第５条第１項の認定を受けた者であって

同条第４項第３号に規定する措置を行うもの（以下「促進事業者

」という。）に対して、経営等改善資金、生活改善資金及び青年

漁業者等養成確保資金（以下「沿岸漁業改善資金」という。）を

貸し付けるものとする。

（沿岸漁業改善資金の種類等）

第２条 沿岸漁業改善資金の種類及び貸付内容並びにその１沿岸漁

業従事者等、１認定中小企業者及び１促進事業者ごとの貸付限度

額及び償還期間は、別表第１のとおりとする。ただし、東日本大

震災（東日本大震災特財法第２条第１項に規定する大震災をいう

。以下同じ。）により著しい被害を受けた者で、その主要な事業

用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損

害を受けたこと又はその生産物（その加工品を含む。）に係る売

上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少し

たことの証明を市町村長その他相当な機関から受けたものにおい

ては、東日本大震災特財法及び東日本大震災特財令に基づき東日

本大震災の後平成28年３月31日までに県の貸し付ける経営等改善

資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの

種類及び貸付けの内容ごとの償還期間及び据置期間は、いずれも

別表第１の償還期限等の欄に掲げる期間をそれぞれ３年間延長し

て適用するものとする。

（貸付金の合計額の限度）

第３条 １沿岸漁業従事者等、１認定中小企業者及び１促進事業者

に係る沿岸漁業改善資金の貸付金の合計額の限度は、 3,000万円

とする。ただし、特別の理由がある場合において知事が承認した

ときは、その承認した額とする。

（借受資格）

第４条 沿岸漁業改善資金の借受資格を有する者（以下「借受資格

者」という。）は、沿岸漁業従事者等、認定中小企業者及び促進

事業者のうち別表第１の資金種類の欄に掲げる資金の種類ごとに

同表の貸付内容の欄に掲げる事業等を適正に実施することが見込

まれるものとしてそれぞれ同表の貸付けの相手方の欄に掲げるも

のとする。この場合において、漁業従事者の減少・高齢化が進む

最近の漁業情勢にあって、水産物の供給を安定的に行う、意欲と

能力のある担い手の育成が求められていることに鑑み、経営等改

善資金及び青年漁業者等養成確保資金の貸付けに当たっては、漁

業経営改善のための意欲的な取組を行おうとする者として知事が

定めるものに対して配慮するものとする。

２ ［略］

３ 同一の沿岸漁業従事者等、認定中小企業者及び促進事業者に対

する貸付けは、知事が定める場合を除き原則として別表第１の貸

付内容ごとに１回に限るものとする。

（保証人又は担保の提供）

第５条 ［略］

２ ［略］

３ 借受申請者が沿岸漁業従事者等、認定中小企業者又は促進事業

者の組織する団体である場合には、その構成員のうち、当該借受

けによって受益する者（その者が特定されない場合にあっては、

（沿岸漁業改善資金の種類等）

第２条 沿岸漁業改善資金の種類及び貸付内容並びにその１沿岸漁

業従事者等及び１認定中小企業者ごとの貸付限度額及び償還期間

は、別表第１のとおりとする。

（貸付金の合計額の限度）

第３条 １沿岸漁業従事者等及び１認定中小企業者に係る沿岸漁業

改善資金の貸付金の合計額の限度は、 3,000万円とする。ただし

、特別の理由がある場合において知事が承認したときは、その承

認した額とする。

（借受資格）

第４条 沿岸漁業改善資金の借受資格を有する者（以下「借受資格

者」という。）は、沿岸漁業従事者等及び認定中小企業者のうち

別表第１の資金種類の欄に掲げる資金の種類ごとに同表の貸付内

容の欄に掲げる事業等を適正に実施することが見込まれるものと

してそれぞれ同表の貸付けの相手方の欄に掲げるものとする。こ

の場合において、漁業従事者の減少・高齢化が進む最近の漁業情

勢にあって、水産物の供給を安定的に行う、意欲と能力のある担

い手の育成が求められていることにかんがみ、経営等改善資金及

び青年漁業者等養成確保資金の貸付けに当たっては、漁業経営改

善のための意欲的な取組を行おうとする者として知事が定めるも

のに対して配慮するものとする。

２ ［略］

３ 同一の沿岸漁業従事者等及び認定中小企業者に対する貸付けは

、知事が定める場合を除き原則として別表第１の貸付内容ごとに

１回に限るものとする。

（保証人又は担保の提供）

第５条 ［略］

２ ［略］

３ 借受申請者が沿岸漁業従事者等又は認定中小企業者の組織する

団体である場合には、その構成員のうち、当該借受けによって受

益する者（その者が特定されない場合にあっては、当該団体の役
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当該団体の役員）が当該団体の連帯保証人となるものとする。

４・５ ［略］

別表第１（第２条・第４条関係）

員）が当該団体の連帯保証人となるものとする。

４・５ ［略］

別表第１（第２条・第４条関係）

償還期間等貸付限度額貸付けの相手方貸付内容資金種類

７年以内（据置

期間１年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は９年以内（据

置期間３年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては９年以内

（据置期間１年

以内を含む。）

７年以内（据置

期間１年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は９年以内（据

置期間３年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては９年以内

（据置期間１年

以内を含む。）

500万円（自動

操だ装置を設置す

る場合にあっては

１台につき 100万

円、遠隔操縦装置

を設置する場合に

あっては１台につ

き50万円、レーダ

ーを設置する場合

にあっては１台に

つき 180万円、自

動航跡記録装置を

設置する場合につ

いては１台につき

120万円、ＧＰＳ

受信機を設置する

場合にあっては１

台につき 130万円

）

500万円（動力

式つり機を設置す

る場合にあっては

１セットにつき80

万円、ラインホー

ラー等の揚縄機を

設置する場合にあ

っては１台につき

120万円、ネット

ホーラー等の揚網

機を設置する場合

にあっては１台に

つき 120万円、漁

業用ソナーを設置

する場合にあって

は１台につき 500

万円、カラー魚群

探知機を設置する

場合にあっては１

台につき 150万円

、海水冷却装置を

設置する場合にあ

っては１台につき

180万円、巻取り

ウィンチを設置す

沿岸漁業を

営む個人、沿

岸漁業を営む

漁業生産組合

、沿岸漁業を

営む漁業協同

組合、沿岸漁

業を営む協業

体（漁業生産

組合及び漁業

協同組合を除

く。）、沿岸

漁業を営む会

社（その常時

使用する従業

者の数が20人

以下であるも

のに限る。）

又は認定中小

企業者

［略］

ア 自動操だ

装置の設置

費用

イ 遠隔操縦

装置の設置

費用

ウ レーダー

の設置費用

エ 自動航跡

記録装置の

設置費用

オ ＧＰＳ受

信機の設置

費用

ア 動力式つ

り機の設置

費用

イ ラインホ

ーラー等の

揚縄機の設

置費用

ウ ネットホ

ーラー等の

揚網機の設

置費用

エ 漁業用ソ

ナーの設置

費用

オ カラー魚

群探知機の

設置費用

カ 海水冷却

装置の設置

費用

キ 巻取りウ

ィンチの設

置費用

ク 放電式集

魚灯の設置

１ 経営等

改善資金

（１） 操

船作業

省力化

機器等

設置資

金

（２） 漁

ろう作

業省力

化機器

等設置

資金

償還期間等貸付限度額貸付けの相手方貸付内容資金種類

７年以内（据置

期間１年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は９年以内（据

置期間３年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては９年以内

（据置期間１年

以内を含む。）

、六次産業法第

11条の規定が適

用される場合に

あっては９年以

内（据置期間３

年以内を含む。

）

(１)と同じ

500万円（自動

操だ装置を設置す

る場合にあっては

１台につき 100万

円、遠隔操縦装置

を設置する場合に

あっては１台につ

き50万円、サイド

スラスターを設置

する場合にあって

は１台につき 400

万円、レーダーを

設置する場合にあ

っては１台につき

180万円、自動航

跡記録装置を設置

する場合について

は１台につき 120

万円、ＧＰＳ受信

機を設置する場合

にあっては１台に

つき 130万円）

500万円（動力

式つり機を設置す

る場合にあっては

１件につき 500万

円、ラインホーラ

ー等の揚縄機を設

置する場合にあっ

ては１台につき 1

20万円、ネットホ

ーラー等の揚網機

を設置する場合に

あっては１台につ

き 120万円、巻取

りウィンチを設置

する場合にあって

は１台につき 500

万円、放電式集魚

灯を設置する場合

にあっては１セッ

トにつき 200万円

、漁業用クレーン

を設置する場合に

あっては１台につ

き 400万円、漁獲

物等処理装置を設

沿岸漁業を

営む個人、沿

岸漁業を営む

漁業生産組合

、沿岸漁業を

営む漁業協同

組合、沿岸漁

業を営む協業

体（漁業生産

組合及び漁業

協同組合を除

く。）、沿岸

漁業を営む会

社（その常時

使用する従業

者の数が20人

以下であるも

のに限る。）

、認定中小企

業者又は促進

事業者

［略］

ア 自動操だ

装置の設置

費用

イ 遠隔操縦

装置の設置

費用

ウ サイドス

ラスターの

設置費用

エ レーダー

の設置費用

オ 自動航跡

記録装置の

設置費用

カ ＧＰＳ受

信機の設置

費用

ア 動力式つ

り機の設置

費用

イ ラインホ

ーラー等の

揚縄機の設

置費用

ウ ネットホ

ーラー等の

揚網機の設

置費用

エ 巻取りウ

ィンチの設

置費用

オ 放電式集

魚灯の設置

費用

カ 漁業用ク

レーンの設

置費用

キ 漁獲物等

処理装置の

設置費用

ク 海水冷却

装置の設置

１ 経営等

改善資金

（１） 操

船作業

省力化

機器等

設置資

金

（２） 漁

ろう作

業省力

化機器

等設置

資金
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７年以内（据置

期間１年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は９年以内（据

置期間３年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては９年以内

（据置期間１年

以内を含む。）

７年以内（据置

期間１年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は９年以内（据

置期間３年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては９年以内

（据置期間１年

以内を含む。）

４年以内（据置

期間２年以内を

る場合にあっては

１台につき70万円

（ただし、第４条

の知事が定めるも

のの場合にあって

は 300万円）、放

電式集魚灯を設置

する場合にあって

は１セットにつき

200万円、漁業用

クレーンを設置す

る場合にあっては

１台につき 400万

円）

500万円（補機

関（動力取出し装

置付き推進機関を

含む。）を設置す

る場合にあっては

１台につき 400万

円、油圧装置を設

置する場合にあっ

ては１台につき 1

00万円）

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

費用

ケ 漁業用ク

レーンの設

置費用

［略］

［略］

［略］

（３） 補

機関等

駆動機

器等設

置資金

（４） 燃

料油消

費節減

機器等

設置資

金

（５） 新

養殖技

(１)と同じ

(１)と同じ

４年以内（据置

期間２年以内を

置する場合にあっ

ては１台につき 5

00万円、海水冷却

装置を設置する場

合にあっては１台

につき180万円、

海水殺菌装置を設

置する場合にあっ

ては、１台につき

300万円、漁業用

ソナーを設置する

場合にあっては１

台につき500万円

、カラー魚群探知

機を設置する場合

にあっては１台に

つき150万円、潮

流計を設置する場

合には１台につき

500万円）

500万円（補機

関（動力取出し装

置付き推進機関を

含む。）を設置す

る場合にあっては

１台につき 400万

円）

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

費用

ケ 海水殺菌

装置の設置

費用

コ 漁業用ソ

ナーの設置

費用

サ カラー魚

群探知機の

設置費用

シ 潮流計の

設置費用

［略］

［略］

［略］

（３） 補

機関等

駆動機

器等設

置資金

（４） 燃

料油消

費節減

機器等

設置資

（５） 新

養殖技
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含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は５年以内（据

置期間３年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては５年以内

（据置期間２年

以内を含む。）

10年以内（据置

期間３年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は12年以内（据

置期間５年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては12年以内

（据置期間３年

以内を含む。）

10年以内（据置

期間３年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

［略］

［略］

沿岸漁業を

営む個人、沿

岸漁業を営む

漁業生産組合

、沿岸漁業を

営み、若しく

は沿岸漁業を

営む者を組合

員とする漁業

協同組合、沿

岸漁業を営み

、若しくは沿

岸漁業を営む

者を構成員と

する協業体（

漁業生産組合

及び漁業協同

組合を除く。

）、沿岸漁業

を営む会社（

その常時使用

する従業者の

数が20人以下

であるものに

限る。）又は

認定中小企業

者

［略］

（１） ［略］

（２） ［略］

［略］

術導入

資金

（６） 資

源管理

型漁業

推進資

金

（７） 環

境対応

型養殖

業推進

資金

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は５年以内（据

置期間３年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては５年以内

（据置期間２年

以内を含む。）

、六次産業法第

11条の規定が適

用される場合に

あっては９年以

内（据置期間３

年以内を含む。

）

10年以内（据置

期間３年以内を

含む。）。ただ

し、農商工連携

促進法第13条の

規定が適用され

る場合にあって

は12年以内（据

置期間５年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては12年以内

（据置期間３年

以内を含む。）

、六次産業法第

11条の規定が適

用される場合に

あっては９年以

内（据置期間３

年以内を含む。

）

（６）と同じ

［略］

［略］

沿岸漁業を

営む個人、沿

岸漁業を営む

漁業生産組合

、沿岸漁業を

営み、若しく

は沿岸漁業を

営む者を組合

員とする漁業

協同組合、沿

岸漁業を営み

、若しくは沿

岸漁業を営む

者を構成員と

する協業体（

漁業生産組合

及び漁業協同

組合を除く。

）、沿岸漁業

を営む会社（

その常時使用

する従業者の

数が20人以下

であるものに

限る。）、認

定中小企業者

又は促進事業

者

［略］

（１） ［略］

（２） ［略］

［略］

術導入

資金

（６） 資

源管理

型漁業

推進資

金

（７） 環

境対応

型養殖

業推進

資金
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規定が適用され

る場合にあって

は12年以内（据

置期間５年以内

を含む。）、バ

イオ燃料法第10

条の規定が適用

される場合にあ

っては12年以内

（据置期間３年

以内を含む。）

転落防止用手す

り、すべり止め

、安全カバー装

置及び揚網機安

全装置の設置費

用については５

年以内（据置期

間１年以内を含

む。）、船上ト

イレの設置費用

については３年

以内

膨脹式救命いか

だ、救命胴衣、

救命浮環又は救

命浮輪、信号紅

炎及び消火器の

購入費用につい

ては２年以内、

イーパブ及びレ

ーダートランス

ポンダの購入費

用については５

年以内

［略］

150万円（転落

防止用手すり、す

べり止め又は安全

カバー装置を設置

する場合にあって

は50万円、揚網機

安全装置を設置す

る場合にあっては

40万円、船上トイ

レを設置する場合

にあっては30万円

）

130万円（膨張

式救命いかだを購

入する場合にあっ

ては１台につき50

万円、救命胴衣、

救命浮環、救命浮

輪、信号紅炎又は

消火器を購入する

場合にあっては10

万円、イーパブを

購入する場合にあ

っては60万円、レ

ーダートランスポ

ンダを購入する場

合にあっては65万

円）

150万円（漁獲

物の横移動防止装

置、甲板口のコー

ミング又は甲板口

の閉鎖装置を設置

［略］

［略］

［略］

ア 転落防止

用手すりの

設置費用

イ すべり止

めの設置費

用

ウ 安全カバ

ー装置の設

置費用

エ 揚網機安

全装置の設

置費用

オ 船上トイ

レの設置費

用

ア 膨張式救

命いかだの

購入費用

イ 救命胴衣

の購入費用

ウ 救命浮環

又は救命浮

輪の購入費

用

エ 信号紅炎

の購入費用

オ 消火器の

購入費用

カ イーパブ

の購入費用

キ レーダー

トランスポ

ンダの購入

費用

ア 漁獲物の

横移動防止

の費用

イ 甲板口の

コーミング

（８） 乗

組員安

全機器

等設置

資金

（９） 救

命消防

設備購

入資金

（10） 漁

船転覆

防止機

器等設

置資金

５年以内（据置

期間１年以内を

含む。）

救命胴衣又は消

火器の購入費用

については２年

以内、イーパブ

、レーダートラ

ンスポンダ及び

小型漁船緊急連

絡装置の購入費

用については５

年以内

［略］

150万円（転落

防止用手すり又は

安全カバー装置を

設置する場合にあ

っては50万円、揚

網機安全装置を設

置する場合にあっ

ては40万円）

130万円（救命

胴衣又は消火器を

購入する場合にあ

っては10万円、イ

ーパブを購入する

場合にあっては60

万円、レーダート

ランスポンダを購

入する場合にあっ

ては65万円）

150万円（漁獲

物の横移動防止装

置を設置する場合

にあっては30万円

、甲板上の魚そう

［略］

［略］

［略］

ア 転落防止

用手すりの

設置費用

イ 安全カバ

ー装置の設

置費用

ウ 揚網機安

全装置の設

置費用

ア 救命胴衣

の購入費用

イ 消火器の

購入費用

ウ イーパブ

の購入費用

エ レーダー

トランスポ

ンダの購入

費用

オ 小型漁船

緊急連絡装

置の購入費

用

ア 漁獲物の

横移動防止

の費用

（８） 乗

組員安

全機器

等設置

資金

（９） 救

命消防

設備購

入資金

（10） 漁

船転覆

防止機

器等設

置資金



別記様式第２号の１及び別記様式第２号の１の２を次のように改める。
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する場合にあって

は30万円、甲板上

の魚そうを廃し、

これに代えて甲板

下に魚そうを設置

する場合にあって

は 100万円）

の設置費用

ウ 甲板口の

閉鎖装置の

設置費用

エ 甲板下の

魚そうの設

置費用

（11）・（

12） ［略］

［略］

を廃し、これに代

えて甲板下に魚そ

うを設置する場合

にあっては 100万

円）イ 甲板下の

魚そうの設

置費用

（11）・（

12） ［略］

［略］
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宮 崎 県 公 報
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の宮崎県沿岸漁業改善資金貸付規程の規定は、平成23年度の予算に係る宮崎県

沿岸漁業改善資金から適用する。

平成 23年 ７ 月 ４ 日（月曜日） 号外 第 58号

害 14害

改正後改正前

様式第２号の１の３（第６条関係）

［略］

１ 総括表

（注） 申請者が認定中小企業者の場合は、申請者欄に連携先

の沿岸漁業従事者等の氏名を括弧書きで記載すること。

２ 実施計画

（１） 漁場環境適正化管理の内容

（注） 申請者が認定中小企業者の場合は、連携先の沿岸漁業

従事者等の取り組む内容を記載すること。

（２） 養殖漁場環境の悪化防止措置

ア 投餌の内容・量・方法の改善の内容

（注） 申請者が認定中小企業者の場合は、連携先の沿岸漁業

従事者等の取り組む内容を記載すること。

イ ［略］

（３） 養殖魚の安全性の確保措置

ア 薬品・漁網防汚剤の使用適正化の内容

（注） 申請者が認定中小企業者の場合は、連携先の沿岸漁業

従事者等の取り組む内容を記載すること。

イ 薬品・漁網防汚剤の使用適正化に必要な機器等

（４） ［略］

３ ［略］

様式第２号の２（第６条関係）

［略］

１ 総括表

（注）１ 申請者が認定中小企業者の場合は、申請者の氏名の欄

に連携先の沿岸漁業従事者等の氏名を括弧書きで記載す

ること。

２ 申請者が認定中小企業者の場合は、連携先の沿岸漁業

従事者等の取り組む内容を記載すること。

３・４ ［略］

２ 資金計画

（注） 収支計画（別記様式第２号の１の別紙に準ずる。）を

添付すること。（申請者が認定中小企業者である場合を

除く。）

様式第２号の１の３（第６条関係）

［略］

１ 総括表

（注） 申請者が認定中小企業者及び促進事業者の場合は、申

請者の氏名の欄に連携先の沿岸漁業従事者等の氏名を括

弧書きで記載すること。

２ 実施計画

（１） 漁場環境適正化管理の内容

（注） 申請者が認定中小企業者及び促進事業者の場合は、連

携先の沿岸漁業従事者等の取り組む内容を記載すること

。

（２） 養殖漁場環境の悪化防止措置

ア 投餌の内容・量・方法の改善の内容

（注） 申請者が認定中小企業者及び促進事業者の場合は、連

携先の沿岸漁業従事者等の取り組む内容を記載すること

。

イ ［略］

（３） 養殖魚の安全性の確保措置

ア 薬品・漁網防汚剤の使用適正化の内容

（注） 申請者が認定中小企業者及び促進事業者の場合は、連

携先の沿岸漁業従事者等の取り組む内容を記載すること

。

イ 薬品・漁網防汚剤の使用適正化に必要な機器等

（注） 申請者が認定中小企業者及び促進事業者の場合は、連

携先の沿岸漁業従事者等の取り組む内容を記載すること

。

（４） ［略］

３ ［略］

様式第２号の２（第６条関係）

［略］

１ 総括表

（注）１ 申請者が認定中小企業者及び促進事業者の場合は、申

請者の氏名の欄に連携先の沿岸漁業従事者等の氏名を括

弧書きで記載すること。

２ 申請者が認定中小企業者及び促進事業者の場合は、連

携先の沿岸漁業従事者等の取り組む内容を記載すること

。

３・４ ［略］

２ 資金計画

（注） 収支計画（別記様式第２号の１の別紙に準ずる。）を

添付すること。（申請者が認定中小企業者及び促進事業

者である場合を除く。）

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］
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